
平成 30 年 9 月吉日 
町屋支部会員各位 

公益社団法人 荒川法人会 
町屋支部長 半田眞三 

 

地 域 別 研 修 会 の ご 案 内 

 
会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
日頃は法人会活動に深いご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
年に一度の地域別研修会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合わせの上、是非

ご参加をいただきたく、お願い申し上げます。 
 

記 
 

日 時 時 間 場 所 対象地域 

10 月 26 日(金) 18：00～ 
ムーブ町屋 4Ｆ 

荒川区荒川 7－50－9 
町屋 1～8 丁目全地域 

 
◇ 講 師…荒川税務署 島津副署長 

（予定）   〃 法人課税第１部門 中田統括官 

〃 法人課税第１部門 髙梨審理上席 

◇テーマ…「改正消費税法と仕入税額控除」 

◇ビデオ…『健康経営を目指して生産性を上げる』～現場を強くする「トヨタ時短術」～ 

◇次 第…ご講義⇒ビデオ上映⇒食事（弁当） 

◇会 費…会員 無料 ／ 一般（非会員) 2,000 円 

※当研修会は公益事業として一般の方もご参加いただけます。 

 
 

町 屋 支 部  地 域 別 研 修 会  出 席 票 
 

10 月 26 日の地域別研修会に出席します。 
 

区 分 会 員  ／  非会員（一般） ※いずれかに○印をお付け下さい。 

会社名  

所在地  

氏 名                          

※ 準備の都合上、10 月 19 日までにＦＡＸ（３８９５－４１８９）にてお申込下さい。 
※ 食事（弁当）、飲み物等をご用意しております。 


